
広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、広陵町心身障がい者医療費助成条例（昭和４

８年９月広陵町条例第３０号。以下「条例」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。

（社会保険各法）

第２条 条例第２条第１項に規定する規則で定める社会保険各法（以

下「社会保険各法」という。）は、次の各号に掲げる法律をいう｡

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）

(3) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）

(4) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）

(5) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）

（証明書の交付申請）

第３条 条例第４条第１項の規定による証明書の交付を受けようと

するときは、心身障がい者医療費受給資格証交付（更新）申請書

（第１号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。）に次の

各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象者に係る国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険

各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証（以下「保

険証」という。）

(2) 対象者の住所を明らかにする書類

(3) 対象者及び対象者と同居する扶養義務者の前年（第９条第１



項で定める始期の日が１月１日から７月３１日までの間にある

場合は、前々年）の所得額を明らかにする書類

(4) 心身障害者手帳又は療育手帳

２ 心身障がい者医療費助成の実施について、情報提供ネットワー

クシステム（行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１４

項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。）を介して

地方税情報を取得する際は、心身障がい者医療費助成における個

人番号利用に関する同意書（第２号様式）により本人（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第６項に規定する「本人」を

いう。）の同意を得ることとする。

３ 町長は、第１項の規定にかかわらず、受給資格証交付申請書に

添付すべき書類の内容等が公簿等によって確認することができる

ときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

４ 町長は、第１項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他

の書類を添付させることができるものとする。

（証明書の交付）

第４条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、その内容を審査

し、条例第２条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第

４条第１項の規定により、心身障がい者医療費受給資格証（第３

号様式又は第３号様式の２。以下「受給資格証」という。）を交

付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理

由を附し、心身障がい者医療費受給資格証交付申請却下通知書（第

４号様式）を交付するものとする。



（町長が定める助成金交付額）

第５条 条例第３条第１項第４号に規定する額は、病院若しくは診

療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書（訪問看護療養費明

細書を含む。）又は国民健康保険法及び社会保険各法に定める療

養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額とする。

(1) 外来療養である場合 ５００円

(2) 入院療養である場合 １，０００円

ただし、１４日未満の入院療養である場合は、５００円とする。

（支給申請）

第６条 条例第３条の規定による対象者が助成金の支給を受けよう

とするときは、速やかに心身障がい者医療費助成金支給申請書（第

５号様式）に基づき町長に申請しなければならない。

（支給方法）

第７条 町長は、奈良県国民健康保険団体連合会からの診療に係る

国民健康保険法及び社会保険各法の規定によって対象者が負担し

た額（以下「自己負担額」という。）その他助成金の算定に必要

な事項の通知により、条例第３条に規定する範囲内で対象者に助

成金を支給するものとする。ただし、奈良県外で受けた医療若し

くは受給資格証の提示によらない医療の場合は、医療を受けた月

を単位として、医療機関（入院・外来・医科・歯科・調剤・療養

費）ごとの心身障がい者医療費助成金交付請求者（第６号様式。

以下「請求書」という。）に領収書その他国民健康保険法及び社

会保険各法の規定によって対象者が負担した額（以下「自己負担

額」という。）を医療機関等で支払ったことが明らかとなるもの



を添えて診療月の翌月１日から１０日（土曜日、日曜日及び祝日

（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日をいう。以下同じ。）に該当する場合はその前の平日）

までに町長に提出し、助成金の請求をしなければならない。

２ 町長は、必要と認めるときは、対象者に次に掲げる給付等の額

を証する書類を提出させるものとする。ただし、対象者の同意を

得たときは、その提出を省略し、町長が給付等の額を調査し、及

び確認する。

(1) 高額療養費及び高額介護合算療養費として支給される額

(2) 法令の規定により国又は地方公共団体の負担において給付を

受ける額及び国の補助に基づき給付を受ける額があるときは、

その給付の額

(3) 社会保険各法の規定による付加給付を受けることができると

きは、その給付の額

３ 町長は、第１項の規定により請求書等を受理したときは、その

内容を審査し、助成金を対象者に支給するものとする。助成金の

支給は、請求書等を受理した日から原則２月以内の末日の平日(１

２月は２５日）とし、末日が土曜日、日曜日及び祝日に該当する

場合は、その前の平日とする。ただし、前項の規定に該当した場

合は、この限りではない。

４ 前項の場合において、対象者の死亡等により支給することがで

きないときは、町長が定める者に支給する。

５ 助成金の支給状況を明らかにするため、心身障がい者医療費給

付台帳を備えるものとする。ただし、心身障がい者医療費給付台

帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適



正に管理及び利用する場合にあっては、当該記録を入力すること

によって、その内容に応ずる給付台帳とみなす。

６ 助成金の支給は、第９条に定める受給資格証の有効期間内に受

けた医療について行うものとする。ただし、第３項の請求が医療

を受けた医療機関等に自己負担金を支払った日の翌日から起算し

て５年を経過して行われたときは、受給資格証の有効期間内に受

けた医療であっても助成金を支給しない。

（過誤調整）

第８条 町長は、前条により支給した助成金に条例第３条第１項各

号に掲げる額を控除していないことが判明したときは、対象者に

対し、控除すべき額の返還を求めるものとする。ただし、その対

象者に対して概ね２月以内に新たに支給すべき助成金があるとき

は、その助成金と相殺するものとする。

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、受給者の加入する国民健康

保険法及び社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者から

高額療養費等の受領に関する委任を受けたときは、保険者から高

額療養費等の支払いを受けることができる。

３ 第１項の規定による助成金の徴収は、期限を指定して心身障が

い者医療費助成金返還通知書（第７号様式。以下「助成金返還通

知書」という。）に納付書を添えて行うものとし、返還を命ぜら

れた対象者がその指定期限までに返還命令額を納付しない場合に

おいて、その対象者に対し新たに支給すべき助成金があるときは、

その助成金と相殺するものとする。

（受給資格証の有効期間等）

第９条 受給資格証の有効期間の始期は、８月１日とし、終期は、



翌年７月３１日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、新たに受給資格者となった場合にお

ける有効期間の始期は、広陵町に住所を有した日、身体障害者手

帳又は療育手帳の交付日とし、終期は、当該日以後の最初の７月

３１日までとする。

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における受

給資格証の有効期間の終期は、当該各号に定める日とする。

(1) 受給者が他の市区町村に転出した場合 本町に住所を有しな

くなった日（以下「転出日」という。）とし、転出日に他の市

区町村に住所を有することとなった場合は、転出日の前日

(2) 受給者が死亡したとき 死亡の日

(3) 受給者が国民健康保険法及び社会保険各法に基づく被保険者、

組合員若しくは加入者の資格又は被扶養者の資格を喪失した場

合 当該資格を喪失した前日

(4) 受給者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に

よる保護の決定を受けた場合 当該決定により保護を受けるこ

ととなった前日

(5) 受給者が受給資格を喪失した場合 当該喪失した日の前日

（受給資格証の更新申請等）

第１０条 受給資格者が受給資格の更新を希望するときは、毎年６

月中の町が定める期間内に受給資格証交付申請書に第３条第１項

各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

２ 前項の申請については、第３条の規定を準用する。

３ 町長は、受給者が受給資格証の有効期間後も引き続き受給資格

を有するときは、受給資格証の有効期間を更新するものとする。



４ 前項の規定により更新した後の受給資格証の有効期間について

は、第９条第１項の規定を準用する。ただし、受給資格証の有効

期間後に第１項に規定する申請をした場合における第３項の規定

による更新後の受給資格証の有効期間についても、第９条第１項

の規定を準用する。

（調査）

第１１条 町長は、第９条各項に規定する期間中において、第３条

１項の規定による申請をした後の対象者の状況について、対象者

から必要な書類の提出又は提示を求めることができる。この場合

において、第３条第２項から第４項までの規定を準用する。

（受給資格証の再交付）

第１２条 対象者は、受給資格証を破損し、又は紛失したときは、

受給資格証再交付申請書（第８号様式）により町長に再交付を申

請することができる。

２ 受給資格証を破損した場合における前項の申請書には、その受

給資格証を添えなければならない。

３ 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、紛失した受給資格

証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならな

い。

（届出）

第１３条 条例第５条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げる

ものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証及び届出

の事由を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 医療費の助成を受ける口座を変更するとき 心身障がい者医

療費助成金支給口座変更届（第９号様式）



(2) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届

（第１０号様式）

(3) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更

が生じたとき 加入医療保険変更届（第１１号様式）

(4) 対象者の死亡等により、助成を受ける資格を喪失したとき

資格喪失届（第１２号様式）

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類に添

付すべき書類の内容等が公簿等によって確認することができると

きは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

（第三者の行為による被害の届出）

第１４条 助成金の支給事由が第三者の行為によって生じたもので

あるときは、助成金の支給を受け、又は受けようとする者は、そ

の事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若し

くは居所が明らかでないときは、その旨）並びに被害の状況を直

ちに町長に届け出なければならない。

（助成金の返還）

第１５条 町長は、条例第７条及び第７条の３に該当することを確

認したときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

助成金の返還については、期限を指定して助成金返還通知書に納

付書を添えて行うものとし、返還を命ぜられた対象者がその指定

期限までに返還命令額を納付しない場合において、その対象者に

対して新たに支給すべき助成金があるときは、その助成金と相殺

するものとする。

（受給資格登録の停止）

第１６条 町長は、条例第７条の２に該当する者であることを確認



したときは、受給資格登録停止通知書（第１３号様式）を交付す

るものとする。

２ 町長は、前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなった

ことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書（第１３号

様式の２）を交付しなければならない。

（受給者台帳の整備）

第１７条 町長は、受給者について心身障がい者医療費受給者台帳

を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

ただし、心身障がい者医療費受給者台帳に記載すべき事項を電子

計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用する場合

にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応ず

る受給者台帳とみなす。

（その他）

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定

める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている

申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定

にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用するこ

とができる。


